
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

水道検針日変更のお知らせ 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
変

更

後

3月 4月

3月 4月

現

在

４月分

検針日
【25日頃】

４月分

納付書発送
【15日頃】

４月分

口座振替

【月末】

４月分

検針日
【5日頃】

４月分

納付書発送

【15日頃】

４月分

口座振替

【月末】

３月分

口座振替

【月末】

３月分

口座振替

【月末】

検針と口座振替

が同時期にある

ため、支払い額

が分かりづらい

水道料金の支払い時期の分かりづらさを解消するために、

令和 5 年 4 月検針分から検針期間が変わります。 

 

現在の毎月 25 日頃に検針を、毎月５日頃に変更します。 

 

最初の 1 カ月だけが検針期間が増えますで水道料金の増加

が予想されます。皆様にはご迷惑をおかけしますがご理解と

ご協力をお願いします。 

 

玉東町建設課 水道係 

（ ☎ 85-3112 ） 

 

町水道利用のみなさまへ           （ 回覧 ） 

 


